
再評価結果（令和２年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課

担当課長名：奥村 康博

事業名 重要物流道路 事業 一般国道 事業 愛知県

一般国道１５５号 東海拡幅 区分 主体

起終点 自：愛知県東海市横須賀町 延長
とうかい よ こ す か

至：愛知県大府市宮内町 ４．２ｋｍ
おお ぶ みやうち

事業概要

一般国道１５５号は、愛知県常滑市を起点とし、弥富市に至る延長約１６０ｋｍの路線であり、東名高速

道路や東名阪自動車道などの高規格道路等と接続する幹線道路である。また、当該事業区間は第１次緊急輸送

道路に位置づけられており、防災上重要な路線であるほか、平常時、災害時を問わず物流上重要な道路輸送網

であるとして「重要物流道路」に指定されている。

このため、「国際競争力を強化する基盤整備」、「人の交流を支え地域を活性化する基盤整備」、「地震・

津波対策の強化」を目的として、交通混雑の緩和による物流ネットワークの強化や、大規模災害時等にお

ける円滑な救援・復旧活動を行うための幹線道路機能の強化を図るため、２車線で供用している一般国道

１５５号（東海拡幅）の４車線化整備を行うものである。

Ｈ２４年度事業化 Ｓ４６年度都市計画決定 － Ｈ２４年度工事着手

Ｈ１２年度変更

全体事業費 約４０億円 事業進捗率 約３９％ 供用済延長 ０．３km

計画交通量 １８，８００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体)１．６ 21/37億円 57/57億円

事 業 費：19/34億円 走行時間短縮便益：47/47億円 令和元年

(残事業) ２．７ 維持管理費：2.6/2.6億円 走行経費減少便益：7.7/7.7億円

交通事故減少便益：2.1/2.1億円

感度分析の結果

(事業全体) 交通量 ：B/C＝1.4～1.7(交通量 ±10%) (残事業) 交通量 ：B/C＝2.4～3.0(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C＝1.4～1.7(事業費 ±10%) 事業費 ：B/C＝2.5～3.0(事業費 ±10%)

事業期間：B/C＝1.5～1.6(事業期間±20%) 事業期間：B/C＝2.6～2.8(事業期間±20%)

事業の効果等

・知多半島道路から名古屋港南部地区工業団地へのアクセス道路の慢性的な混雑を緩和する。

・第一次緊急輸送道路や重要物流道路に該当し、地震対策アクションプランなど地震防災関連の整備計画

に位置づけられた事業である。

関係する地方公共団体等の意見

地元自治体、瀬戸大府東海線整備促進同盟会より、整備促進を要望されている。

事業評価監視委員会の意見

・「事業継続」することは「妥当」である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

本路線は、日本一の取扱貨物量を誇る名古屋港の約4割の貨物を取り扱う産業集積地と、知多半島道路を

結ぶ重要な物流ネットワークであり、平成31年4月には重要物流道路に指定されたことから、国際競争力

を強化する基盤整備としての必要性が増大している。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・用地取得率は約９６％、事業進捗率は約３９％である。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・早期開通に向けて、改良工事を推進していく。

施設の構造や工法の変更等

・最新技術を活用した新工法の採用等によるコスト縮減に努めながら事業を推進する。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。



事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。
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